
新 宿 区 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 施 行 条 例（ 令 和 5 年 条 例 第 1 号 ）  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平 成 1 5 年 法 律

第 5 7 号 。以 下「 法 」と い う 。）の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 で 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 法 で 使 用 す る 用 語 の 例

に よ る 。  

（ 個 人 情 報 業 務 登 録 簿 ）  

第 3 条  実 施 機 関 （ 区 長 、 教 育 委 員 会 、 選 挙 管 理 委 員 会 及 び 監 査 委

員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） は 、 個 人 情 報 に 係 る 業 務 を 新 た に 開 始 し

た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 実 施 機 関 が 定 め る 個 人 情 報 業 務 登 録

簿 に 登 録 し 、 一 般 の 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  業 務 の 名 称  

 ⑵  業 務 の 目 的  

 ⑶  業 務 の 対 象 と な る 個 人 の 範 囲  

 ⑷  業 務 で 利 用 し て い る 保 有 個 人 情 報 の 項 目  

 ⑸  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 実 施 機 関 が 定 め る 事 項  

（ 開 示 決 定 等 の 期 限 等 ）  

第 4 条  法 第 7 8 条 第 1 項 第 4 号 に 規 定 す る 開 示 決 定 等 、 法 第 9 4 条

第 1 項 に 規 定 す る 訂 正 決 定 等 又 は 法 第 1 0 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 利

用 停 止 決 定 等 に 係 る 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 法 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 こ れ ら の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表

の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

第 8 3 条 第 1 項 、 第

9 4 条 第 1 項 及 び 第

1 0 2 条 第 1 項  

3 0 日  1 5 日  

第 8 4 条  6 0 日  4 5 日  

 （ 費 用 等 の 負 担 ）  

第 5 条  法 第 8 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 写 し の 交 付 の 方 法 に よ る 保

有 個 人 情 報 の 開 示 を 受 け る 者 は 、 当 該 写 し の 作 成 及 び 送 付 に 要 す

る 費 用 を 負 担 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 費 用 の 額 は 、 実 施 機 関 が 定 め る 。  



３  法 第 8 9 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料

は 、 無 料 と す る 。  

 （ 審 議 会 へ の 諮 問 ）  

第 6 条  実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 保 護 制 度 の 運 用 及 び 在 り 方 に つ い て

サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 基 本 法 （ 平 成 2 6 年 法 律 第 1 0 4 号 ） 第 2 条

に 規 定 す る サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ に 関 す る 専 門 的 な 知 見 等 を 有 す

る 者 の 意 見 を 踏 ま え た 審 議 が 特 に 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 は 、 法

第 1 2 9 条 の 規 定 に よ り 、 新 宿 区 情 報 公 開 ・ 個 人 情 報 保 護 審 議 会 条

例 （ 平 成 2 年 新 宿 区 条 例 第 9 号 ） に 定 め る 新 宿 区 情 報 公 開 ・ 個 人

情 報 保 護 審 議 会 に 諮 問 す る こ と が で き る 。  

 （ 委 任 ）  

第 7 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 法 及 び こ の 条 例 の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 実 施 機 関 が 定 め る 。  

 

附  則  

 

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 新 宿 区 個 人 情 報 保 護 条 例 の 廃 止 ）  

２  新 宿 区 個 人 情 報 保 護 条 例（ 平 成 1 7 年 新 宿 区 条 例 第 5 号 ）は 、廃

止 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

３  次 に 掲 げ る 者 に 係 る 前 項 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 新 宿 区 個 人 情 報

保 護 条 例 （ 以 下 「 廃 止 前 の 条 例 」 と い う 。 ） 第 3 条 第 2 項 又 は 第

1 5 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 職 務 上 又 は そ の 業 務 若 し く は 事 務 に 関 し

て 知 り 得 た 廃 止 前 の 条 例 第 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 の 内 容

を み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に 利 用 し て は な ら な い

責 務 に つ い て は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 ⑴  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 条 例 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す

る 実 施 機 関 （ 以 下 「 廃 止 前 の 実 施 機 関 」 と い う 。 ） の 職 員 で あ

る 者 又 は こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 廃 止 前 の 実 施 機 関 の 職 員 で

あ っ た 者  

 ⑵  こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 、 廃 止 前 の 条 例 第 2 条 第 1 1 項 に

規 定 す る 受 託 業 務 者 （ 以 下 「 受 託 業 務 者 」 と い う 。 ） で あ っ た

も の 、受 託 業 務 者 が 受 託 し た 業 務 に 従 事 し て い た 者 、同 条 第 1 3



項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） で あ

っ た も の 、 指 定 管 理 者 が 行 う 新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） の

公 の 施 設 の 管 理 の 業 務 に 従 事 し て い た 者 及 び 同 条 第 1 5 項 に 規

定 す る 派 遣 労 働 者 （ 以 下 「 派 遣 労 働 者 」 と い う 。 ） で あ っ た 者  

４  こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 廃 止 前 の 条 例 第 1 8 条 、 第 2 1 条 又 は 第

2 3 条 の 規 定 に よ る 請 求 が さ れ た 場 合 に お け る 廃 止 前 の 条 例 に 規

定 す る 保 有 個 人 情 報 の 開 示 、 訂 正 及 び 利 用 停 止 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  

５  附 則 第 3 項 第 1 号 に 掲 げ る 者 及 び こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 受

託 業 務 者 が 受 託 し た 業 務 に 従 事 し て い た 者 、 指 定 管 理 者 が 行 う 区

の 公 の 施 設 の 管 理 の 業 務 に 従 事 し て い た 者 又 は 派 遣 労 働 者 で あ っ

た 者 が 、 正 当 な 理 由 が な い の に 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 廃 止

前 の 実 施 機 関 が 保 有 し て い た 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ

た 廃 止 前 の 条 例 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 個 人 情 報 フ ァ イ ル （ そ の

全 部 又 は 一 部 を 複 製 し 、 又 は 加 工 し た も の を 含 む 。 ） を こ の 条 例

の 施 行 後 に 提 供 し た と き は 、 2 年 以 下 の 懲 役 又 は 1 0 0 万 円 以 下 の

罰 金 に 処 す る 。  

６  前 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 同 項 に 規 定 す る 者 が 、 正 当

な 理 由 が な い の に 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て 廃 止 前 の 実 施 機 関

が 保 有 し て い た 個 人 の 秘 密 に 属 す る 事 項 が 記 録 さ れ た 廃 止 前 の 保

有 個 人 情 報 （ 廃 止 前 の 条 例 第 2 条 第 3 項 に 規 定 す る 保 有 個 人 情 報

を い い 、そ の 全 部 又 は 一 部 を 複 製 し 、又 は 加 工 し た も の を 含 む 。以

下 同 じ 。 ） を こ の 条 例 の 施 行 後 に 提 供 し た と き は 、 1 年 以 下 の 懲

役 又 は 5 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

７  前 2 項 の 規 定 に 該 当 す る 場 合 を 除 き 、 附 則 第 5 項 に 規 定 す る 者

が 、 職 務 上 又 は そ の 業 務 若 し く は 事 務 に 関 し て 知 り 得 た こ の 条 例

の 施 行 前 に お い て 廃 止 前 の 実 施 機 関 が 保 有 し て い た 廃 止 前 の 保 有

個 人 情 報 を こ の 条 例 の 施 行 後 に 自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 な 利 益

を 図 る 目 的 で 提 供 し 、 又 は 盗 用 し た と き は 、 1 年 以 下 の 懲 役 又 は

5 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

８  受 託 業 務 者 又 は 指 定 管 理 者 と し て の 業 務 を 行 う 法 人 又 は 人 の 業

務 に 関 し て 、 そ の 法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使

用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 前 3 項 の 違 反 行 為 を 行 っ た と き は 、 そ の

行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て も 、 各 本 項 の 罰 金

刑 を 科 す る 。  



９  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 及 び 附 則 第 4 項 の 規 定 に よ り な お

従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る 場 合 に お け る こ の 条 例 の 施 行 後 に し

た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 （ 新 宿 区 区 民 の 声 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正 ）  

1 0  新 宿 区 区 民 の 声 委 員 会 条 例 （ 平 成 1 1 年 新 宿 区 条 例 第 3 6 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 2 7 条 中 「 新 宿 区 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 1 7 年 新 宿 区 条 例 第

5 号 ） 」 を 「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 1 5 年 法 律 第 5 7

号 ） 」 に 改 め る 。  

 （ 新 宿 区 暴 力 団 排 除 条 例 の 一 部 改 正 ）  

1 1  新 宿 区 暴 力 団 排 除 条 例 （ 平 成 2 4 年 新 宿 区 条 例 第 5 9 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  第 1 7 条 第 1 項 中 「 新 宿 区 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 1 7 年 新 宿 区

条 例 第 5 号 ） 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 実 施 機 関 」 を 「 区 長 、 新 宿

区 教 育 委 員 会 、 新 宿 区 選 挙 管 理 委 員 会 、 新 宿 区 監 査 委 員 及 び 新 宿

区 議 会 」に 、「 同 条 第 2 項 」を「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平

成 1 5 年 法 律 第 5 7 号 ） 第 2 条 第 1 項 」 に 改 め 、 「 規 定 す る 個 人 情

報 」 の 次 に 「 そ の 他 こ れ に 類 す る も の と し て 区 長 が 定 め る も の 」

を 加 え 、 同 条 第 2 項 中 「 新 宿 区 個 人 情 報 保 護 条 例 第 2 条 第 3 項 」

を「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 第 6 0 条 第 1 項 」に 改 め 、「 規 定

す る 保 有 個 人 情 報 」 の 次 に 「 そ の 他 こ れ に 類 す る も の と し て 区 長

が 定 め る も の 」 を 加 え る 。  

 


